
労災請求に当たっての
留意点について
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労災保険

労災保険制度

業務上又は通勤途上に被災した労
働者の傷病対して、

１ 迅速な治療と

２ 早期の職場復帰を図る

と共に、

被災労働者に補償を行う保険
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第２条の２（労働者災害補償保険）

労働者災害補償保険法

業務上の事由又は通勤による労働者
の負傷、疾病、障害、死亡等に関して
保険給付を行うほか、社会復帰促進等
事業を行うことができる。
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３ 療養に関する給付の流れ

１ 治ゆ（症状固定）

２ 再発

労災保険制度
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労災保険における

傷病が「治ったとき」とは

労災保険における傷病が「治ったとき」
とは、身体の諸器官・組織が健康時の状態
に完全に回復した状態のみをいうものでは
なく、傷病の状態が安定し、医学上一般に
認められた医療を行っても、その医療効果
が期待できなくなった状態をいいます。

この状態を労災保険では「治ゆ（症状固
定）」といいます。
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労災保険における

傷病が「治ったとき」とは

傷病の状態が、「投薬・理学療法等の
治療により一時的に回復がみられるにす
ぎない場合」など症状が残存している場
合でもあっても、医療効果が期待できな
いと判断される場合には、労災保険では
「治ゆ（症状固定）」として療養(補償)
給付を支給しないこととなっています。

6



労災保険の療養の範囲として認めら

れたものをいいます。

従って、実験段階又は研究過程にあ

るような治療方法は、ここにいう医療

には含まれません。

「医学上一般に認められた医療」
とは
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その傷病の症状の回復・改善が期待
できなくなった状態をいいます。

従って、その傷病が安定し、投薬・
理学療法等の治療により一時的な症状
の回復がみられるにすぎない場合は、
医療効果が期待できないものと判断し
ます。

「医療効果が期待できなくなった
とき」とは
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「治ゆ（症状固定）」

骨折で骨ゆ合した場合であって､
疼痛などの症状が残っていても
その症状が安定した状態となり､
その後の療養を続けても改善が
期待できなくなった場合

例１
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「治ゆ（症状固定）」

骨ゆ合後の機能回復療法として理
学療法を行っている場合に、治療施
行時には運動障害がある程度改善さ
れるが、数日経過すると、元の状態
に戻るという経過が一定期間にわ
たってみられるとき。

例２

10



「治ゆ（症状固定）」

頭部外傷が治った後に外傷性てん
かんが残り、治療によっても、てん
かん発作が完全に抑制できない場合
であっても、その症状が安定し、療
養を続けてもそれ以上てんかん発作
の抑制が期待できなくなったとき。

例３
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「治ゆ（症状固定）」

外傷性頭蓋内出血に対する治
療後、片麻痺の状態が残って
も、その症状が安定し、その
後の療養を続けても改善が期
待できなくなったとき。

例４
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「治ゆ（症状固定）」

腰部捻挫による腰痛症の急性症
状は消退したが、疼痛などの慢
性症状が継続している場合で
あっても、その症状が安定し、
療養を続けても改善が期待でき
なくなったとき。

例５
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再 発

「治ゆ」後、症状が再び増悪し治療の必

要が生じた場合。

増悪した部分を治ゆ時の状態に回復さ
せるまでの療養が対象となる。

被災労働者は、当初の傷病の継続とし
て治療を受けられるが、監督署長の認定
が必要。
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再発の認定

１ 業務以外の原因によるものではない
と認められること。

２ 治ゆ時の状態からみて明らかに症状
が悪化していること。

３ 療養によってその症状が改善される
見込みがあると医学的に認められる
こと。
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療養に関する給付の流れ
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文書の様式

様式第５号（業務災害・初診）

労働者災害補償保険法の施行に関する
事務に使用する文書の様式を定める件

様式第６号（業務災害・ 転医）

規則第１２条 第１項 の請求書

規則第１２条 第３項 の届書
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文書の様式

様式第１６号の３（通勤災害・
初診）

様式第１６号の４（通勤災害・
転医）

規則第１８条 の５ 第１項 の請求書

規則第１８条 の５ 第２項 の届書
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19

療養補償給付及び複数事業労働者
療養給付たる療養の給付請求書

(様式第５号）



20

療養給付たる療養の給付請求書
(様式第１６号の３）
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⑤労働保険番号
⑨生年月日
⑩負傷年月日
※レセプトへの転記誤りがないよう注意

療養補償給付及び複数事業労働者
療養給付たる療養の給付請求書

(様式第５号） (拡大）
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療養補償給付及び複数事業労働者
療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届

(様式第６号）
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療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届
(様式第１６号の４）
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療養補償給付及び複数事業労働者
療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届

(様式第６号） (拡大）

①労働保険番号
③生年月日
④負傷年月日
※レセプトへの転記誤りがないよう注意

傷病補償年金の場合は②年金証書の番号
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療養補償給付及び複数事業労働者
療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届

(様式第６号） （拡大）

△△△病院

○○○病院

労災指定医番号の記載があるか、
労災指定病院であるか、必ず確認
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療養補償給付及び複数事業労働者
療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届

(様式第６号） （拡大）

○○○病院

②年金証書の番号の記載があるか、
必ず確認

傷病年金へ移行する場合



健康保険診療

労災保険診療

被保険者の相互扶助を目的

早期治療、早期社会復帰を
目的

労災保険診療
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労災診療費の算定

労災保険独自の算定基準

労災診療費の算定
原則、健康保険の診療報酬点数表
に従って算定

初診料、療養の給付請求書取扱料、
救急医療管理加算、外来管理加算の特
例、四肢に対する特例、処置、リハビ
リテーションなど 28



労災診療費算定基準
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30

労災診療費算定基準の改定

令和６年６月からの診療に適用
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労災診療費算定基準の改定

令和６年６月からの診療に適用
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労災診療費算定基準の改定

令和６年６月からの診療に適用
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労災診療費算定基準の改定
令和６年６月からの診療に適用
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労災診療費算定基準の改定

令和６年６月からの診療に適用
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労災診療費算定基準の改定

令和６年６月からの診療に適用
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労災診療費算定基準の改定

令和６年６月からの診療に適用
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労災診療費算定基準の改定

令和６年４月からの診療に適用



労災診療費請求書の
作成に当たって

３その他レセプト作成時の注意事項

１請求書・レセプトの編綴順序

２記入要領

38実務講座 参考ページ P205～



初回分

請求書・レセプトの編綴順序
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傷病(補償)年金短期給付

39実務講座 参考ページ P210



第
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請求書・レセプトの編綴順序

第
６
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業
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継続分（第２回目以降）

※ 「転医始診」の場合、様式第６号 又は
様式第16号の４ を添付 40



・黒のボールペンを使用

・標準字体で枠の中に大きめに記入

・書き損じた場合

請求書｢請求金額｣欄･･･訂正不可

文字の記入例

記載要領

41

実務講座
参考ページ P205
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労働者災害補償保険診療費請求書

記入要領

ホッチキス止めなどしない

指定医番号
金額の頭に マーク

添付レセプト

の枚数

添付レセプトの
最新の診療年月

既穴

労働 一男 ○○

実務講座
参考ページ P208
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診療費請求内訳書（レセプト）

記入要領

請求回数

○○○病院

必ず記入

「０００」を記入

負傷又は発病年月日

金額の頭に
マークは不要

右足第１指骨折

積み荷を右足に落とし来院。右足第
１指骨折に対しギプス固定し経過観察
中。

実務講座
参考ページ P206



療養の給付請求書
様式第５号（業務災害用）、様式第１６号の３（通勤災害用） の場合

初診 → １ 再発 → ７

指定病院等変更届
様式第６号（業務災害用）、様式第１６号の４（通勤災害用） の場合

転医始診 → ３

上記以外

継続 → ５

新継再別コード 初診：１
再発：７
転医始診：３
継続：５

記入要領

診療費請求内訳書（レセプト）
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診療費請求内訳書（レセプト）

記入要領

○○○病院

治ゆコード：１

誤：R6年９月３０日
正：R6年９月２２日

※令和6年9月２２日を治ゆ（症状固定）

日とした場合
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診療費請求内訳書（レセプト）

記入要領

右足第１指骨折

積み荷を右足に落とし来院。右足
第１指骨折に対しギプス固定し経過
観察中。

労働 一男 ○○

△△△ 株式会社

○○ ○○

※休業証明料のみを請求する場合

休業証明期間

「999」を記入

○○○病院
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診療費請求内訳書（レセプト）

記入要領

右足第１指骨折

積み荷を右足に落とし来院。右足
第１指骨折に対しギプス固定し経過
観察中。

労働 一男 ○○

△△△ 株式会社

○○ ○○

○○○病院

文書作成日

〇
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診療費請求内訳書（レセプト）

記入要領

右足第１指骨折

積み荷を右足に落とし来院。右足
第１指骨折に対しギプス固定し経過
観察中。

労働 一男 ○○

△△△ 株式会社

○○ ○○

○○○病院印字ずれがあると読み取れません。



記入要領
診療費請求内訳書（レセプト）

○○○病院

労働 一男 ○○

△△△ 株式会社

○○ ○○

右足第１指骨折

令和6年8月31日症状固定と判断し、
障害診断書を作成した。

※障害診断書料のみを

請求する場合

文書作成日

49

〇



その他レセプト作成時の注意事項

・レセプトの摘要欄に書ききれないとき

所定様式の ｢続紙｣ を使用。

・請求点数１０万点以上のレセプト

症状詳記、日計表 を添付。

・添付書類の大きさ

レセプトサイズ（A４サイズ）に合わ
せる。
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電子レセプトの添付書類

・様式第５号等「療養の給付請求書」

・様式第６号等「指定病院等変更届」

・労災リハビリテーション評価計画書

等の紙媒体

毎月１０日までに分室あて郵送
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「労災リハビリテーション計画書」について

患者氏名：　　　　　　　　　　　男・女 生年月日（西暦）　　　年　　　月　　　日

原因疾患

治療目標等

（３）　その他特記事項

医療機関名 医　　　師

印　　

労災リハビリテーション評価計画書

【　心大血管疾患・脳血管疾患等・運動器・呼吸器　（該当するものに○をして下さい）　】

　リハビルテーション起算日（発症日、手術日、急性増悪の日、治療開始日）

年　　　　　月　　　　　日

注１　本計画書は、制限日数を超えた日の属する請求月以降、毎月の診療費請求内訳書に添付すること。

注２　前回評価計画書作成日からの改善・変化等の記載については、初回評価計画書作成日においては不要
　　であること。

現在の評価及び前回評価計画書作成日（　　　年　　　月　　　日）からの改善・変化等

（１）　制限日数を超えて行うべき医学的所見（必要性・医学的効果等）

（２）　目標到達予想時期：　　　　　年　　　　月頃

評価計画書作成日：　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

治療目標等

（１）標準的算定日数を超えて行うべき
医学的所見（必要性・医学的効果等）

（２）目標到達予想時期： 年 月頃

（３）評価計画書作成日 年 月 日
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レセプト審査に当たって

・手術記録、レントゲン写真等

送付をお願いすることがあります。
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労災指定病院等登録（変更）報告書

提出用１／２

提出用２／２
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労災指定病院等登録（変更）報告書

提出用裏面

提出年月日、名称、代表者名を記入して
下さい。

提出年月日 年 月 日

指定病院等の名称

代表者の氏名

55

様式第２０号・２１号 裏面



労災指定病院等登録（変更）報告書

提出用１／２

指定医番号
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労災指定病院等登録（変更）報告書

提出用２／２

指定医番号
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入院室料額届
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入院室料額届（拡大図）
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労災保険指定医療機関休止･辞退届
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労災保険指定医療機関休止･辞退届

閉院のため

令和6年9月30日
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労災レセプトは
オンライン請求が便利です

届け出・設定などの詳細は、厚生労働省HPをご覧ください

労災レセプトをオンライン請求にすると、
導入支援金を受けることができます。

詳しくは,こちらのURLをご覧ください。
労災レセプトオンライン化ナビ

https://www.rourece.mhlw.go.jp/

労災指定医療機関・労災指定薬局の皆様へ

厚生労働省・都道府県労働局

労災レセプト電算処理システム
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https://www.rourece.mhlw.go.jp/


オンライン請求開始の流れについては、
厚生労働省HPをご覧ください。

労災オンライン請求

オンラインによる請求の場合 | 厚生労働省

メ※「（労災）電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」
もダウンロードできます。




